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株式会社テイクオフ



第 1 章 通則 

第1条 約款の適用 

当社は、本約款に基づき契約（以下、その契約を「利用契約」といい、当社と利用契約を締結した者を

「登録者」といいます）を締結の上、ドメイン名の申請・更新・届出に関するサービスを提供します。 

 

第2条 規定等の遵守 

ドメイン名登録希望者および登録者は、この約款に定める事項を守るほか、レジストリおよびレジストラ 

（以下、両者をあわせて「上位組織」といいます） が定める、諸規則、指針、ポリシーその他の取り決め

ならびにドメイン名に関する紛争処理方針 （以下、上位組織の諸規則等を「上位規定」、この規約を含

め総括して「規定等」といいます） に従うことに同意したものとし、それらの規定等が変更されたときも、

変更後の規定に従うことにあらかじめ同意したこととします。 

また、規定等は、この約款に優先する効力を有することとします。 

 

第3条 サービス内容 

1. 当社が扱うドメイン名は、附則の表に定めるとおりです。 

2. 当社は、ドメイン名の登録、登録原簿記載事項の変更、更新その他の申請または届出 （以下、

あわせて「登録申請等」といいます） を希望する者 （以下、「登録希望者」といいます） および登

録者に対して、ドメイン名の登録申請等、ドメイン名維持管理のために必要なサービス、付加機能

その他関連するサービスの代行申請をします。 

3. 代行申請につきましては、別途手数料が発生いたします。手数料は、附則の料金表に定めるとお

りです。 

 

第4条 通知方法 

1. 当社から登録希望者および登録者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社指定の申

込書またはインターネット上の申込画面に記載された電子メールアドレス宛もしくは、登録希望者

および登録者があらかじめ指定する電子メールアドレス宛に、電子メールを送信する方法により

行います。 

2. 当社が登録希望者および登録者に対して前項の方法により通知し、登録者がこれを知りうる状態

においた場合は、その通知を登録希望者および登録者が見なかったとしても、これに起因して発

生した損害について、当社は一切責任を負わないこととします。 

 

 

 

 

 



第5条 約款の変更 

1. 当社は、関係法令等の制定、改廃その他合理的な理由がある場合は、本約款を変更することが

できるものとします。 

2. 当社は、本約款を変更する場合には、変更する7 日前までに当社ウェブサイトへ表示し、変更内

容を登録者にお知らせすることとします。 

 

 

第 2 章 利用契約の締結 

第6条 登録申請等の手続 

ドメイン名の登録希望者は、当社所定の申込書または当社ウェブサイトに表示している申込画面 （以

下、「申込書」といいます）に必要事項を記入の上、それを当社に提出または送信することにより行うも

のとします。申込に際しては、申込者の自己責任でドメイン名を選定することとし、申込者が、当社に登

録料を支払った後は、いかなる理由があろうともその変更はできません。 

 

第7条 申込の拒絶 

1. 当社は、次の各号に該当する場合には、登録申請等を承諾しないことがあります。 

I. 以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が当社との契約上の

義務の履行を怠るおそれがある場合 

II. 申込書の内容に虚偽記載があった場合 

III. 申込書が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場

合 

IV. 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と認められる場合 

V. その他、当社が申込を承諾することが相当でないと認める場合 

VI. その他上位組織が不適当と認めた場合 

2. 前項の規定により申込を拒絶した場合は、速やかに申込者へ通知するものとします。 

なお、当社は、登録希望者に対して申込を拒絶した理由を開示する義務を負わないものとしま

す。 

 

第8条 登録拒否 

上位組織が、当該ドメイン名の登録を拒否する場合は、登録希望者の当該ドメイン登録を断ることがで

きるものとします。この場合においては、当社に対し当社の定める手数料を支払うものとします。 

 

 

 

 



第 3 章 登録希望者および登録者の責務 

第9条 料金等 

1. 当社が、登録希望者および登録者から収納する登録料・維持料・その他費用は、附則および申込

書に記載した料金表のとおりとします。 

2. 登録希望者および登録者が当社に支払うべき金額は、料金表に消費税および地方消費税相当

額を加算した額（以下、「料金」といいます）とします。 

3. 登録希望者および登録者は第 10 条により、前項の定められた料金を当社の定める支払期限ま

でに当社に支払うものとします。また、料金の日割も致しません。 

 

第10条 支払方法 

1. 支払方法は次のものを定めます。 

I. 銀行振込・・・銀行・郵便局・コンビニエンスストア等からの現金振込み（銀行振込手

数料は登録者の負担とします） 

 

第11条 遅延損害金 

当社は、登録者が料金の支払を遅延したときは、請求金額の年率 14.5%に相当する遅延損害金を、登

録者に請求することができるものとします。 

 

第12条 登録希望者および登録者の禁止行為 

登録希望者および登録者は、ドメイン名登録・利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。 

I. 当社あるいは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、またはそのお

それのある行為 

II. 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、またはそのおそれのある行

為 

III. 当社あるいは第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、当社あるいは第三者への不当な

差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為 

IV. 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯

罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為 

V. わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送

信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、

表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為 

VI. 無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為 

VII. 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為 

VIII. 他人の情報を用いて、ドメイン名の登録を行う行為 

IX. ドメイン名を、本人が使用する意思なく、第三者に転売または権利譲渡のみを目的として



取得する行為 

X. 不正競争防止法に違反する行為、またはそのおそれのある行為 

XI. ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為 

XII. 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者

に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為 

XIII. 犯罪行為あるいは犯罪行為を唆し、もしくは容易にさせる行為、またはそれらのおそれの

ある行為 

XIV. 当社あるいは第三者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運

用に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為 

XV. 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行

為 

XVI. 違法行為（けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺

人、脅迫等）を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引する行為 

XVII. 人の殺害現場の画像等の残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為 

XVIII. 人を自殺に誘引または勧誘する行為 

XIX. 他人の法的利益を侵害し、または公序良俗に反する方法あるいは態様においてドメイン

名登録・利用をする行為 

XX. 法令に違反する行為 

XXI. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリ

ンクをはる行為 

XXII. その他、当社が不適切であると合理的に判断する行為 

 

第13条 ドメイン名の変更等における書類等の提出 

1. 登録者は、申込書記載事項に変更があった場合、所定の様式により速やかに当社に対して届出

るものとします。 

2. 登録者である法人が合併した場合に、合併後存続する法人もしくは合併により新設された法人は、

合併の日から14日以内に当社所定の書類を当社に届出るものとします。 

3. 当社は、前2項の変更の届出が遅れたことおよび同届出を怠ったことにより登録者ないし第三者

が被った如何なる損害についても責任を負わないものとし、同届出が遅れたことおよび同届出を

怠ったことにより当社からの通知が不着・延着した場合でも通常到達すべき時期に到達したと見

なすことができるものとします。 

4. 当社は、登録者について次の事情が生じた場合は、登録者の同一性および継続性が認められる

場合に限り、第2項および第3項を準用します。 

I. 登録者である個人から法人への変更 

II. 登録者である法人の業務の分割による新たな法人への変更 

III. 登録者である法人の業務の譲渡による別法人への変更 



IV. 登録者である任意団体の代表者の変更 

V. その他前各号に類する変更 

5. 登録者は、ドメイン名を変更、譲渡、削除する場合、あるいは登録された住所を移転する等の場

合には、上位規定に定められた必要書類 （以下、「必要書類」といいます） を当社に提出しなけ

ればなりません。 

 

第14条 必要情報の提供 

1. 登録希望者および登録者は、当社に提供した全ての情報を正確に、かつ最新のものに保つもの

とします。 

2. 当社は、登録希望者および登録者に対し、契約更新時、またはそれ以外の時点において、ドメイ

ン名の申込時に当社に提供した情報以外の本サービスの提供に必要な情報を要求する場合が

あります。 

3. 登録者は、不正確な情報を故意に提供する行為、または情報の更新を故意に怠る行為は行わな

いものとします。 

 

第15条 損害賠償 

登録希望者および登録者、またはその代理人、使用人その他登録者の関係者が本約款に違反する行

為をなし、当社に損害を与えた場合、登録希望者および登録者は、当社に対し、その損害を賠償しな

ければなりません。 

 

 

第 4 章 登録ドメイン名の譲渡等 

第16条 登録ドメイン名の譲渡 

1. 登録者は、当社所定の手続を経て、登録されたドメイン名を第三者に譲渡することができます。 

ただし、次の各号に掲げる事項を条件にします。 

I. 本約款に従うこと 

II. 第三者が当該ドメイン名の譲渡を受ける条件を満たしていること 

III. 当該ドメイン名譲渡の申請手続が適正であると当社が認めること 

 

第17条 登録ドメイン名の第三者に対する使用許可 

1. 登録者は、当社所定の手続を経て、登録されたドメイン名を第三者に使用させることができます。

ただし、当該ドメイン名の使用者が、本約款に従うこと、および当該ドメイン名使用の申請手続が

適正であると当社が認めることを条件とします。 

2. 当社が前項により第三者に対するドメイン名の使用を許可した場合においても、登録者が利用契

約に基づくすべての義務を負担するものとします。 



第 5 章 個人情報の取扱 

第18条 通信の秘密の保護 

1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、

本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。 

2. 当社は、刑事訴訟法第218条（令状による捜索）その他同法の定めに基づく強制の処分が行われ

た場合には、当該法令および令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任

の制限および発信者情報の開示に関する法律第4条（発信者情報の開示請求等）に基づく開示

請求の要件が充たされた場合には、当該開示請求の範囲で、それぞれ前項の守秘義務を負わ

ないものとします。 

3. 当社は、登録者が第12条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害

した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円

滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ登録者の通信の秘密に属する情報の一部を提供

することができます。 

 

第19条 個人情報等の保護 

1. 当社は、利用者の個人情報を「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取扱うものとします。 

2. 当社は、利用者の個人情報を「個人情報保護法に基づく表記」に記載する利用目的の範囲内で

利用します。 

3. 当社は前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。 

4. 当社は次の各号を除き、利用者本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。 

なお、通信の秘密に該当する情報については、前条の規定に従って対応するものとします。 

I. 利用者本人の同意がある場合 

II. 利用者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で

金融機関に個人情報を開示する場合 

III. 裁判官の発付する礼状により強制処分として捜査・押収などがなされる場合 

IV. 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づい

て提供する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 6 章 提供中止および提供停止 

第20条 登録および使用の制限 

1. 以下各号のいずれかにあたる場合には、上位組織または当社が、登録者のドメイン名の登録を

停止、取消、移転、修正する権利を保持することを、登録者は、あらかじめ承諾したものとみなし

ます。 

I. 登録者が上位規定、紛争処理方針または本約款に違反した場合 

II. 上位組織の規定等に基づき、正当な手続を経て要求または許可された場合 

III. ドメイン名登録の停止、取消、移転、修正に関する各国の法令に基づく場合 

IV. レジストリまたはレジストラによるエラー修正としてなされる場合 

V. ドメイン名に関する紛争を解決するためになされる場合 

2. 当社は、ドメイン名の登録または使用が前項各号のいずれかの事項に該当するおそれがあると

判断する場合、一定期間、登録手続を中止しまたはドメイン名の使用を停止させて、その有無に

ついて検討することがあります。ただし、その検討の過程および結果の詳細について、当社が登

録者に開示する義務はないものとします。 

3. 前2項による登録申請の拒否、登録手続の中止、ドメイン名使用の一時停止、移転、または抹消

について、登録者が異議申立（訴訟の提起を含む）をすることはできないものとします。 

 

 

第7章 利用契約の終了 

第21条 当社が行う契約の解除 

当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、登録者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利

用契約を解除することができます。 

I. 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けたとき、破産、民事再生、特別清算、

会社更生等の申立があったとき、清算に入った場合 

II. 手形、小切手を不渡りにする等支払を停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる

相当の事由がある場合 

III. その他この約款に違反した場合 

 

第22条 登録期間、解約および更新 

1. 本サービスにより登録されたドメイン名の登録期間 （以下、「登録期間」といいます） は、当社を

通じて上位組織によりドメイン名が登録され、もしくは当社へのドメイン登録業者変更により、当社

にその事実が記録された日（以下、「契約開始日」といいます） から起算し、ドメインの種類ごとに

当社ウェブサイトに記載している「料金表」に定める期間とします。 

2. 当社は、当社所定の期限までに当社の定める方法により、登録者から契約解除の申請がなけれ



ば、本サービスの登録期間を更新するものとします。ただし、当社所定の期限までに料金の支払

が確認できない場合は、本サービスにより登録されたドメイン名を廃止する手続きをとるものとし

ます。 

3. 登録者は、当社に対し、当社ウェブサイトに記載する日までに通知することにより、当社ウェブサ

イトに記載する日をもって利用契約を解約することができます。 

 

 

 

第 8 章 損害賠償 

第23条 責任の制限 

1. 当社の責めに帰すべき事由により、登録者が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合、

当社は、当社が当該登録者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が

継続した場合に限り、料金360分の1に利用不能の日数を乗じた額（円未満切り捨て）を限度とし

て、登録者の請求により登録者に現実に発生した損害の賠償に応じます。ただし、当社が支払う

べき損害額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠

償に代えさせていただきます。 

2. 当社のネットワークが接続されている回線を提供している他の電気通信事業者等（以下「電気通

信事業者等」といいます）の提供する電気通信役務に起因して登録者が利用不能となった場合、

利用不能となった登録者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該

電気通信事業者等から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて登録者の損害賠償

の請求に応じるものとします。 

 

第24条 免責 

1. 当社は、この約款で特に定める場合を除き、登録希望者および登録者が本サービスの利用に関

して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠

償の責任を負わないものとします。ただし、個人（事業としてまたは事業のために契約の当事者と

なる場合におけるものを除きます）の登録希望者および登録者が本サービスの利用（利用不能も

含みます）に関して損害を被った場合については、この限りではありません。この場合、当社は、

当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社の責めに帰すべき事由による債務不履行

または不法行為により生じた直接の通常損害についてのみ上記損害を賠償する責任を負うもの

とします。 

2. 登録希望者および登録者が本サービスを利用するにおいて発生した第三者との紛争に関しては、

登録希望者および登録者が自らその責任において解決するものとし、当社は一切責任を負いま

せん。 

 



第25条 サービスの終了 

1. 当社は、ドメインごとに定める上位組織もしくはドメイン登録業者の解散もしくはドメイン登録事業

の終了により、または当社の経営上の判断により、本サービスの提供を終了する場合がありま

す。 

2. 当社は、本サービスを終了する場合、終了する1ヶ月前までにその旨を当社のウェブサイト上への

表示、および電子メール等、当社所定の方法で通知するものとします。ただし、この通知が到達し

ない場合であっても、本サービスの終了の効果に影響を与えないものとします。 

3. 本サービスが終了する場合、登録者は、法令、および上位規約が定める規約等で許容される方

法により、登録者の所有するドメイン名の使用の継続、または登録の抹消等に関して、登録者の

責任において、所定の手続を行うものとします。登録者は、これら所定の手続を自らが行わないと

きは、登録者の意思に反して、そのドメイン名および登録者に関する情報の登録がそのまま継続

され、またはこれらの登録が抹消される場合があることをあらかじめ承諾するものとします。 

 

第26条 準拠法 

本約款および利用契約は、日本の法律に従って作成したものと見なされ、また、日本の法律に従って

解釈されるものとします。 

 

第27条 紛争の解決 

1. 本約款に基づく利用契約について紛争、疑義、または取決められていない事項が発生した場合

は、当社および登録者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。 

2. 本約款に基づく利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第

一審における専属的合意管轄裁判所とします。 



附 則 

取得可能なドメイン 

.jp .com .net .org .biz .info 

.ws .nu .bz .cc .tv .cn 

.com.cn .net.cn .org.cn .co.uk .org.uk .me.uk 

.in .be .tk .am .fm .sc 

.at .co.at .or.at .md .ag .ms 

.vg .tc .la .gs .se .pl 

.ac .io .sh .sg .ru .vc 

.asia .mobi .name .com.pl .net.pl .org.pl 

.info.pl .biz.pl     

ドメインの取得には、VALUE-DOMAIN.COM（バリュードメイン）を利用いたします。 

各ドメインの契約料については申込書をご覧ください。 

 

 

ドメイン取得代行手数料・・・ 一律3,000円 

※ドメイン契約料は別途発生いたします。 


